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凍霜害に注意してください

　本年も凍霜害が心配される季節となり、3月 17 日に国見町防霜対策本部を設置しました。

　なお、凍霜害の発生しやすい気象条件は、①降雨後で肌寒い北寄りの風が吹く、②夕方になり風がやむ、③

夜になり晴れ上がり、雲がなく、星が輝き、底冷えするなどです。さらに、乾燥条件下では、気温が急激に低

下しやすいので注意が必要です。

　特に果樹、野菜とも生育ステージごとの温度管理が重要です。天気予想図や霜注意報などの気象情報、さら

に気象観測システムの情報により降霜の危険性を知ることができますので、防霜対策期間（5 月 31 日まで）は

常に気象情報などに注意を払いましょう。

【参考】気象観測システム（国見町川内、伊達市梁川町二野袋）

　パソコン：http://www.923ondo.com/

　携帯電話：http://www.923ondo.com/keitai/

　問産業振興課農林振興係　☎585-2986

くにみまんなかカフェ（ほっとあんしん認知症カフェ）の開催

問国見町地域包括支援センター ☎ 585-2702 　福祉課長寿介護係　☎ 585-2125

　くにみまんなかカフェは、認知症の人とその家族が気軽に立ち寄れる場所です。地域の方や介護・医療の専

門職なども集まり、お茶を飲みながらリラックスして自由に話せます。ぜひご参加ください。

■日時　4月 9 日水　午後 2時 30 分から（約 1時間程度）

■場所　コープふくしま国見店（イートインコーナー）

あつかし歴史館「こどもの日」イベント開催！

　大木戸歴史むらづくりの会との連携によるイベントを開催します。こいのぼりが泳ぐグラウンドで楽しいイ

ベントを企画しています！

■日　時　5 月 3 日土　午前 10 時から午後 1時まで

■会　場　あつかし歴史館（国見町大木戸字霞原 3)　

■内　容　・工作ワークショップ「手投げロケット」ほか

　　　　　・今年もやります！「おさがり交換会」（4月 1日から受付開始）

　　　　　・あつかし茶屋、マルシェの開催

　　　　　※「こいのぼり」は、4月 26 日土から掲揚予定

問企画調整課地域振興係　☎ 585-2967　あつかし歴史館　☎ 585‐4520
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　暖かい季節を迎え、飼い猫・野良猫の繁殖やフン尿被害よる近隣トラブルが増えています。飼い主または近

くに野良猫が生息する地域住民の方は、ルールとマナーを守り近隣トラブルとならないよう以下の点に注意し

ましょう。

■飼い猫に対する注意点

　・迷子札等を付け、室内で飼いましょう。屋外に出すと事故、繁殖等につながります。

　・飼い猫がその命を終えるまで適正に飼いましょう。また、動物の遺棄は犯罪です。

　・不妊去勢手術を受けましょう。

■野良猫に対する注意点

　　　· エサをあげないでください。エサをあげてしまうとその周辺に棲み付き、フン尿被害や繁殖が多発します。

　  ･ 野良猫が棲み付いた地域では、車や住宅周りにいたずらをする可能性があるため、猫が寄り付かない対策

    （忌避剤・トゲのあるマット等）を行いましょう。

　・福島県動物愛護センターでは、超音波発生装置の貸出しも行っていますので、ご相談ください。

■地域猫活動について

　住民が主体となり、その地域に暮らす飼い主のいない猫について、不妊去勢手術を実施し、給餌給水及び清

掃等に関するルールを定め管理を続けることで、地域の生活環境を保全し、猫の数を減らしていく活動です。

　福島県では地域猫活動に対し、支援を行っています。詳細は、お問い合せ先までご連絡ください。　

猫による近隣トラブルが増えています

問福島県動物愛護センター　☎ 953-6400　 問住民防災課生活交通係　☎ 585-2116

　先日、岩手県大船渡市で大規模な山火事が発生しました。この時期は特に空気が乾燥し、火災が発生しやす

くなっています。山火事・林野火災を発生させないように、以下の点に注意し予防の徹底をお願いします。

■山火事・林野火災の予防策

　・強風時や乾燥時は、たき火や火入れをしないこと。

　・やむを得ず火気を使用する場合は、周囲に延焼のおそれのある可燃物がない場所で行うとともに、消火器　

　　や水バケツ等の消火準備を必ず行うこと。

　・火気を使用した後は、完全に消火すること。また、炭火、炭化した木や葉等は、火が見えなくなっても高

　　温部が残っている場合があることから、水に十分浸漬させる、火消しつぼに入れるとともに、再燃しない

　　か確実に確認すること。

　・指定された場所以外での喫煙やたばこのポイ捨ては厳に行わないこと。

　・火遊びはしないこと。また、させないこと。

敷地内であっても剪定枝等を燃やす際は、事前に伊達消防本部西分署まで連絡してください。

山火事・林野火災にご注意ください

問伊達消防本部西分署　☎ 582-3190　 問住民防災課危機管理係　☎ 585-2158


